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国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

特
定
法
人
に
よ
る
農
地
等
の
不
適
正
利
用
を
受
け
た
買
戻
し
に
は
地
方
公
共
団
体
に
財
政
面
の
負
担
等
が
生
ず
る
こ
と
か

ら
、
地
方
公
共
団
体
が
特
定
法
人
に
よ
る
農
地
取
得
事
業
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
丁
寧
な
情
報
の
提
供
等
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
買
戻
し
等
の
適
切
か
つ
円
滑
な
対
応
を
行
え

る
よ
う
、
適
正
に
利
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
を
政
府
が
示
す
等
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

特
定
法
人
に
よ
る
農
地
所
有
を
認
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
農
地
が
目
的
外
使
用
、
転
売
又
は
開
発
行
為
等
に
よ
り
荒

廃
す
る
こ
と
等
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
営
農
型
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、
農
地
の
効
率
的
な
利
用

が
必
ず
し
も
図
ら
れ
ず
、
生
産
性
の
低
下
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
営

農
型
太
陽
光
発
電
に
係
る
農
地
転
用
は
認
め
な
い
こ
と
。 

 

三 

農
林
水
産
大
臣
が
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
に
係
る
同
意
を
行
う
際
に
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ

く
地
域
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
計
画
と
の
整
合
性
等
、
農
地
法
制
上
の
観
点
か
ら
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
。 

 

四 

特
定
法
人
に
よ
る
農
地
取
得
事
業
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
役
員
等
の
国
籍
、
農
地
の

利
用
目
的
、
資
本
構
成
等
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、
認
定
後
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
毎
年
確
認

す
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
を
指
導
す
る
こ
と
。 

 



五 

農
地
等
の
買
戻
し
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
原
状
回
復
が
企
業
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
、
書
面
契
約

を
締
結
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
を
国
と
し
て
示
す
こ
と
。 

 

六 
農
地
等
の
不
適
正
利
用
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
が
農
地
等
の
買
戻
し
を
行
わ
な
い
場
合
に

は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
報
告
の
徴
収
、
措
置
の
要
求
又
は
認
定
の
取
消
し
等
、
速
や
か
に
、
構
造
改
革
特
別
区

域
法
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

外
国
資
本
に
よ
る
農
地
所
有
に
関
し
て
は
、
投
資
目
的
等
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
、
日
本
人
の

雇
用
の
確
保
、
食
料
安
全
保
障
等
の
観
点
か
ら
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

特
定
法
人
に
よ
る
農
地
取
得
事
業
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
の
申
請
期
限
で
あ
る
令
和

九
年
三
月
末
ま
で
に
、
そ
の
活
用
状
況
を
踏
ま
え
、
制
度
の
存
廃
も
含
め
て
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

九 

デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
互
換
性
の
向
上
や
信
頼
性
の
十
分
な
確
保
に
よ
り
、
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
の
走
行
等
の
先
端
的
サ
ー

ビ
ス
の
推
進
を
図
り
、
利
便
性
の
高
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。
そ
の
際
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強
化
を
図
る

と
と
も
に
、
デ
ー
タ
連
携
基
盤
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
を
払
う

こ
と
。
ま
た
、
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
対
す
る
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十 

過
疎
地
・
中
山
間
地
で
の
対
応
等
の
た
め
に
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
一
層
促
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
普
段
か
ら
の
薬

剤
師
と
の
対
面
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
薬
剤
師
に
よ
る
薬
学
的
見
地
か
ら
の
評

価
・
考
察
、
患
者
の
体
調
や
年
齢
等
に
合
わ
せ
た
投
薬
調
整
、
多
剤
投
与
の
調
整
、
処
方
箋
の
偽
造
対
策
、
医
薬
品
の
配
送

料
負
担
へ
の
考
慮
等
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


